
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置

１）学士課程教育の内容・成果に関する具体的方策

001 1

【001-1】 サブスペシャルティプログラムを含め，全てのプログラムに地域志向教育を取り入れた「インターフェースプログラム」を
実施する。また，その地域志向教育の実施状況から，地域社会の問題に対する教育の効果，及び，令和２年12月に実施し
た卒業生アンケートの分析結果を踏まえ，佐賀大学学士力養成の状況を検証する。さらに，現行のプログラムの改編及び新
規プログラムの開設に向けた検討を行う。

【001-2】 学士課程教育の多様性を確保するとともに学生の多様な能力，適性及び学習意欲に応えるための「副専攻教育プログラム」
として，サブスペシャルティプログラムを開講するとともに，「複眼的思考」に関する調査として学生の履修状況や授業の
実施状況を検証し，必要に応じてサブスペシャルティプログラムの拡充を行う。

002 2

【002-1】 令和３年度に開講される全授業科目を対象に，反転授業やアクティブ・ラーニングによる教育手法等の導入・実施状況の調
査を実施するとともに，より効果的な教育手法等の導入を支援するための反転授業やアクティブ・ラーニング等のＦＤを開
催する。

003 3

【003-1】 「ポートフォリオ学習支援統合システム」に導入した学修成果の可視化機能が学生の主体的な学修を促進していることを確
認し，必要な改善を行う。

【003-2】 主体的な学修を促進する科目においてルーブリック評価が学生の主体的な学修を促進していることを確認し，必要な改善を
行う。

【003-3】 卒業認定申請制度を運用し，卒業予定者のラーニング・ポートフォリオの記載から学修成果を確認し，必要な改善を実施す
る。

２）大学院課程教育の内容・成果に関する具体的方策

004 1

【004-1】 大学院科目先行履修制度を運用し，大学院に進学した先行履修者の修学状況を調査することで，必要な改善を実施する。

005 2

【005-1】 大学院における汎用的知識・技能習得のための，大学院教養教育プログラムを運用し，必要な改善を実施する。

006 3

【006-1】 修士論文作成もしくはそれに相当する教育研究を単位化した研究科目を運用し，必要な改善を実施する。また，学修時間の
保証の状況を分析する。

【006-2】 研究指導実施報告書に基づき，複数教員による教育研究指導の充実の状況を点検し，必要な改善を実施する。

【006-3】 学生の修士論文発表に関するコモンルーブリックを活用した教育研究の評価を行い，必要な改善を実施する。

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

１）教職員の配置に関する具体的方策

007 1

【007-1】 引き続き，教学マネジメント体制による学士課程・大学院課程教育プログラムの管理・運営を継続するとともに，教学マネ
ジメント体制を検証（適正な教員の所属・配置になっているかの検証を含む）し，必要に応じて改善策を講じる。

令和３年度　国立大学法人佐賀大学　年度計画

地域社会などで多様に活躍する学生を育成するために，教養教育科目の全ての「インターフェースプログラム」で地域との関連を学ぶ
地域志向教育を取り入れる。また，地域志向など複眼的思考を培う「副専攻教育プログラム」を編成・実施する。

学生の能動的な学びを生み出すために，全授業科目に反転授業やアクティブ・ラーニングによる教育手法等を導入・実施する。

学生の主体的な学修を促進するために，学修成果の可視化を進め，学生自らが自己の学修成果をラーニング・ポートフォリオによって
証明して卒業認定を申請する制度を全学部に創設し，運用する。

高度専門職業人を育成するために，学部３年次から大学院修士課程（博士前期課程）に連続した４年一貫教育プログラム等を編成・実
施する。

大学院における汎用的知識・技能習得のために，分野融合型の大学院教養教育プログラムを全研究科で実施する。

教育研究の学修時間を保証するために，教育研究を研究科目として単位化するとともに，教育研究指導を充実させ，全研究科で複数
教員による教育研究指導体制を確立し，教育研究のルーブリックによる学修評価を導入する。

教育の質的転換を推進するために，教育組織への柔軟な教員配置を可能とする教員組織の見直しに基づき，新たに学士課程・大学院
課程教育プログラムを企画・管理する組織的な教学マネジメント体制を構築する。
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２）教育環境の整備に関する具体的方策

008 1

【008-1】 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって学生の学びを止めないため，附属図書館はオンラインを活用した学生に対す
る図書館サービスの情報提供を行う。全学教育機構及び各学部は学生が遠隔授業を受講する場合にスムーズに参加できるよ
う受講のオリエンテーションを行い，また，受講できない学生のサポートを行う。

009 2

【009-1】 「ポートフォリオ学習支援統合システム」に導入した学修成果の可視化機能をチューター指導に活用する。また，可視化機
能の活用状況を調査し，必要な改善を行う。

010 3

【010-1】 授業用，教職員用，入学前学習用等の多様な属性の受講者に向けたeラーニングの実施と環境の充実を継続する。
令和2年度に実施したオンライン授業FD講習会アンケートによりオンライン授業の課題や要望を洗い出した上で，それら
に対応するFD講習会を継続する。アクティブ・ラーニングや反転授業の手法を活かした授業の好事例を収集・公開する。
また，著作権法第３５条の改正及び「授業目的公衆送信補償金制度」に対応したFD講習会を開催する。

３）教育の質の改善のためのシステムに関する具体的方策

011 1

【011-1】 引き続き，各学部・研究科は，コースナンバリングに基づいて，専門教育カリキュラムの体系性と水準を点検し，必要な改
善策を講じる。

012 2

【012-1】 引き続き，簡易版ティーチング・ポートフォリオの作成・更新ワークショップを計画的に開催し，各学部は，計画的にミニ
ワークへ参加者を派遣するとともに，簡易版ティーチング・ポートフォリオの作成・更新率100％を維持する。

【012-2】 標準版ティーチング・ポートフォリオ作成ワークショップ及び標準版ティーチング・ポートフォリオ更新ワークショップを
開催し，標準版ティーチング・ポートフォリオの作成・更新率として全授業担当教員数の１5％以上を維持する。また，
ティーチング・ポートフォリオを利用した教育改善に関する講習会を開催し，各教育課程でティーチング・ポートフォリオ
を利用した教育改善活動を行い，その成果を取りまとめる。さらに，本学の教員が本学の教員公募に応募する場合は，応募
締切以前の４年以内に作成あるいは更新された標準版ティーチング・ポートフォリオを教育業績の根拠資料として提出する
ことを要件とする。

013 3

【013-1】 引き続き，週複数回授業を取り入れたカリキュラムを柔軟な授業時間割編成に基づいて運用する。

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置

014 1

【014-1】 チューター制度によりラーニング・ポートフォリオを活用した個別面談による修学指導など，きめ細かな学修支援体制を継
続し，学生の主体的学びへの支援を充実する。
また，学生とチューターとのラーニング・ポートフォリオにおける好事例を調査・収集し，好事例があった場合はグッドプ
ラクティスとして学生委員会に共有を行い，改善につなげる。

【014-2】 チューター制度によりラーニング・ポートフォリオを活用した個別修学指導など，きめ細かな学修支援を行い，ラーニン
グ・ポートフォリオの卒業時入力率を100％とする。

015 2

【015-1】 引き続き，ポートフォリオ学習支援統合システムに付与した，学生からの要望を集約する機能で学期毎に全学的に要望を取
りまとめ，支援策を実施する。
引き続き，課外活動やボランティア活動を行う学生からの要望物品に関する調査を行い，支援する。
引き続き，授業料免除（特別枠）設定や独自の奨学金制度（かささぎ奨学金）による経済的支援を行う。

全学部・研究科にコースナンバリングを導入し，全学的見地から教育課程の体系性と水準を点検・整備する。

教員の教育力向上のために，簡易版ティーチング・ポートフォリオの作成・更新率100％を維持し，それを利用した教育改善のFD活動を
活発化させるとともに，標準版ティーチング・ポートフォリオの作成・更新率を全授業担当教員数の15％以上とする。また，新規採用の
教員における教育業績評価に活用する。

学修成果の向上を図るために，クォーター制などの学期制に柔軟に対応可能な，週複数回授業を可能にする時間割を全学部・研究科
で編成・実施する。

チューター制度によりラーニング・ポートフォリオを活用した個別修学指導など，きめ細かな学修支援を行い，ラーニング・ポートフォリオ
の卒業時入力率を100％とする。

教育の質的転換を推進するために，アクティブ・ラーニング教室並びに学生及び教員の自発的な学修，研修を実施するラーニング・コモ
ンズやティーチング・コモンズ施設を全学的に整備し，活用する。

ラーニング・ポートフォリオに教育成果の可視化機能を付与し，学生の主体的な学びへの転換を図る仕組みを全学部に構築し，実施す
る。

クリエイティブ・ラーニングセンターは，教育方法や評価方法等の開発の拠点として，ICTを活用した教育支援を充実させるため，反転授
業，アクティブ・ラーニング，ネット授業等の手法開発や教材作成等を行うとともに，教員のICT活用指導力向上のための研修を実施す
る。

ポートフォリオ学習支援統合システムに学生からの要望を集約する機能を新たに付与し，学期毎に全学的に要望を取りまとめ，これに
基づき，学生生活，課外活動，社会活動等に対し支援を行う。
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016 3

【016-1】 引き続き，特別な支援を必要とする学生に対し，個別支援計画ファイルを作成して個々に応じた支援を実施する。引き続
き，学生支援室集中支援部門のホームページを充実し，集中支援部門の活動内容を学生・教職員に周知する。引き続き，出
席管理システムを活用した，悩みを抱える学生の早期発見・支援を実施する。

017 4

【017-1】 キャリアセンターと各学部は，前年度に実施した就職活動支援策の検証を行い，教育目的に即したキャリアガイダンスを実
施するとともに，正課外における就職活動支援策（エントリーシート対策，面接対策，グループディスカッションなど）の
強化を図り，就職率を向上させる。

【017-2】 地元企業等への就職率の調査及び支援策の有効性を検証し，地元企業等のニーズを把握し，地元企業等への就職率向上に取
り組む。

（４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置

018 1

【018-1】 全学部の総合型選抜及び学校推薦型選抜などの入試において，本学が開発した佐賀大学版ＣＢＴシステムを利用し，従来の
試験方法では測れない能力や適性等を評価する入試を実施する。

【018-2】 前年度に引き続き，全学部の全ての入試区分において，学力の３要素を多面的・総合的に評価する評価・判定方法を用いた
入学者選抜を行い，全学的な入試改革に取り組む。

019 2

【019-1】 引き続き，佐賀県教育委員会と共同して，全学部において「とびらプロジェクト」を実施し，「継続・育成型高大連携カリ
キュラム」の実施を通した高大接続改革に取り組む。

２ 研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

１）研究水準の向上に関する具体的方策

020 1

【020-1】 論文数，学会発表数等を指標としたインセンティブ（評価反映特別経費）を実施するとともに，研究業績の客観的分析ツー
ルを活用した支援策を実施する。各学部・研究科等は，引き続き，インセンティブを付与する等の研究支援策を実施し，研
究を推進して研究水準の向上を図る。

021 2

【021-1】 各学部等は，２年間（令和元年度から令和２年度）の学部独自の科学研究費助成事業の申請書作成支援の取組の成果の検証
結果に基づき，必要に応じて改善し，引き続き実施する。
また，総合研究戦略会議において，前年度に実施した科学研究費助成事業獲得のための支援策を検証し，検証結果に基づ
き，学術室及びリサーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）を中心とした支援策を実施し，基礎的・基盤的研究を推進す
る。

２）研究成果の社会への還元に関する具体的方策

022 1

【022-1】 本学の強み・特色を活かした，環境•防災，エネルギー，食料，感染症等の地球規模の課題解決に資する研究を組織的に推
進するとともに，研究業績の分析ツールを活用し，地球規模の課題解決に資する研究の促進に向けた分析を実施する。

【022-2】 各学部・研究科において，引き続き平成28年度に総合研究戦略会議で策定した「広報活動の実施方針」に基づいた研究成
果のプレスリリース等の広報活動を積極的に実施し，地域社会の発展に貢献する。広報室は，研究成果に係るプレスリリー
ス等の広報を促進するとともに，その広報の実施状況を把握し，情報収集及び今後の広報体制の在り方の検証を行う。

研究成果として，論文数及び学会発表数を第２期中期目標期間の総数より10％増加させるために，学長裁量による評価反映特別経費
などのインセンティブを付与し，全学部・研究科において研究支援等の取組を行う。

科学研究費助成事業の申請率を90％以上，また新規採択率を20％以上にするために，申請書作成支援等の取組を行う。

環境・防災，エネルギー，食料，感染症等の地球規模の課題解決に資する研究を推進し，研究成果を広報するプレスリリース数を第２
期中期目標期間の最終年度より10％増加させる。

特別な支援を必要とする学生に対し，個別支援計画ファイルを開発・活用して個々に応じた支援を実施する。

キャリアガイダンスを充実させるとともに，正課外における就職活動支援策を強化し，第３期中期目標期間の平均就職率を第２期中期
目標期間よりも向上させる。

従来の試験方法では測れない能力や適性等を評価する「佐賀大学版CBT」の開発や志願者の活動・実績等をアドミッション・ポリシーに
応じて評価する「特色加点」制度の構築など，多面的・総合的に評価する新しい評価・判定方法を全学部に導入する。
（戦略性が高く意欲的な計画）

高等学校教育と大学教育との円滑な接続を図るため，高校生が３年間を通じて高度な教育や研究に触れ，将来の進路を考えることを
目的とした「継続・育成型高大連携カリキュラム」を３つ以上実施する。
（戦略性が高く意欲的な計画）
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023 2

【023-1】 佐賀の歴史・文化に関する研究や芸術•デザイン分野等の特色ある研究を更に推進する。
特に地域学歴史文化研究センターの「小城藩日記」のデータベース化を促進する。
また，各学部・研究科でオンラインでの実施を含めて，佐賀大学美術館や附属図書館等を活用した成果発表イベントを活発
に実施するとともに，オンラインでの成果発表やHPで閲覧可能な資料のウェブ公開によるオープンデータの活用等によ
り，地域社会へ還元する。

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置

１）研究の質の向上のためのシステムに関する具体的方策

024 1

【024-1】 引き続き，各学部・研究科等において，国際共同研究プロジェクトの継続，拡大，及び新たなプロジェクトの立ち上げを行
う。
また，第４期中期目標期間に向けて，国際的な頭脳循環を促進するための国際共同研究プロジェクトの在り方，研究実施体
制を整理・明確化するとともに，引き続き国際共同研究プロジェクトに対する重点支援を行う。

025 2

【025-1】 国の戦略と地域ニーズ，及び本学の戦略を踏まえ，佐賀大学ならではの特色ある異分野融合領域の研究組織を整備するとと
もに，戦略的に研究費等の重点的支援を実施する。また，佐賀大学SDGsプロジェクト研究所における各プロジェクトの目
標達成状況を検証するとともに，新たな支援策を構築する。

２）重点領域研究の推進体制に関する具体的方策

026 1

【026-1】 各学部・研究科・研究センター及び芸術•デザイン，バイオ•健康等の新たな領域における研究体制を整備し，強み・特色
のある重点領域研究（有明海，佐賀学，エネルギー，シンクロトロン，地域医療研究，芸術•デザイン，バイオ•健康等）
を実施する。また，総合研究戦略会議において実施した既存の研究センターの時限到来における評価を踏まえ，役員による
第４期中期目標期間における拡大，継続，廃止の評価を実施する。
総合研究戦略会議を中心に，学内支援プログラム等による重点領域研究の育成・支援を行うとともに研究体制の点検を行
う。

【026-2】 個々の大学の枠を越えて，全国の研究者が大型の研究設備や大量の資料・データ等の共同利用や共同研究を行う「共同利
用・共同研究システム」への参画を促し，研究の推進を図る。
各学部・研究科等は，本学の研究力の向上の観点から，研究の実施・推進体制の選択肢としての他機関等の「共同利用・共
同研究システム」への参画について，部局内に周知し，参画により研究を推進する。

027 2

【027-1】 海洋エネルギー研究センターは，海洋の再生可能エネルギーに関するユニークな共同利用・共同研究拠点として設備の共同
利用の促進やロードマップに基づく，「海洋温度差発電」「波力発電」「潮流発電」「洋上風力発電」に関する研究を推進
し，国際的な研究者ネットワークの中核的拠点として次世代研究者を育成し，研究成果等を取りまとめるとともに，第4期
中期目標期間に向けて，共同利用・共同研究拠点としての期末評価に応じた体制の点検を行う。

３）研究支援の充実に関する具体的方策

028 1

【028-1】 各学部・研究科等において，若手研究者，外国人及び女性研究者の増加を図る観点から，人事・給与制度の改革や子育て・
介護等に適応した多様なワークスタイルを実現する研究環境の整備に向けた研究費支援等の取組を実施するとともに，取組
が若手研究者，外国人及び女性研究者の増加又は研究環境の整備につながっているか検証し，改善策を講じる。
また，ダイバーシティ推進室は，研究補助員によるサポート等，女性研究者支援やワークライフバランスに配慮した事業を
実施し，女性限定のオンラインを含めた長期海外研究等の実施に向けた研究環境を整備し，実施する。

【028-2】 本学の次世代を担う若手研究者の育成・支援のために，引き続き，英語論文作成支援等の研究支援策を講じるとともに，支
援の成果を取りまとめる。
また，新たな支援事業である「創発的研究支援事業」へ応募する研究者に対して研究費の支援を行う。

佐賀の歴史・文化に関する研究資料や芸術・デザイン分野を始めとする本学の研究成果を発信するために，佐賀大学美術館，附属図
書館等を活用した成果発表イベントの開催数を第２期中期目標期間の最終年度より10％増加させる。

若手研究者や外国人・女性研究者を第２期中期目標期間の最終年度より10％増加させるために，人事・給与制度改革や子育て・介護
等に適応した多様なワークスタイルの実現に向けた研究環境の整備を行う。

国際的な頭脳循環を促進するために，海外の研究機関との共同研究を第２期中期目標期間の最終年度より10％増加させる。

佐賀大学版プロジェクト研究所等の異分野融合領域の研究組織を戦略的に整備し，萌芽的研究については，研究費等の重点的支援
を行う。

有明海，佐賀学，エネルギー，シンクロトロン，地域医療研究とともに，芸術・デザイン，バイオ・健康等の新たな領域の研究体制を整備
する。

海洋エネルギー研究センターは，国内外に開かれた共同利用・共同研究拠点として，設備の共同利用の一層の促進や異分野連携・融
合に取り組むとともに，国際的な研究者ネットワークの中核的拠点として次世代研究者を育成する。
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029 2

【029-1】 研究支援人材として配置したリサーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）や国際担当職員（国際コーディネーター）の高度
な専門性を研究支援や国際交流支援に有効に活用する。
また，引き続き，研究支援者のスキルアップのために，人材育成（研修）計画を実施するとともに，人材育成（研修）計画
を点検し，見直しを進め，新たな人材育成（研修）計画を策定する。

【029-2】 リサーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）の活動を中心とするリージョナル・イノベーションセンターにおいて，研究戦
略推進，産学連携推進，研究推進支援等の研究活動支援を検証し，研究活動の活性化に向けた支援体制・方法の改善を行
う。

030 3

【030-1】 ＩＲデータを活用して，全学における資金，設備やスペースの各学部・研究科等への配分や外部研究資金の獲得実績に基づ
くインセンティブ付与等の施策を引き続き実施する等の支援策を講じる。
また，各学部・研究科等において，教員活動データに基づき，研究支援策としてのインセンティブ付与を引き続き行うとと
もに，支援による研究成果を取りまとめる。

【030-2】 総合分析実験センターを中心として，構築した研究設備データベースシステムの運用による学内の研究設備の利活用状況を
検証し，検証結果に基づき，学内・学外（他研究機関・企業等）の利用を推進する。

３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標を達成するための措置

１）地域活性化の中核的拠点形成に関する具体的方策

031 1

【031-1】 芸術地域デザイン学部有田キャンパス及び肥前セラミック研究センターは，セラミック産業の活性化に向けて，受託・共同
研究成果を基にした成果の利活用を進めるとともに，新技術の実用化等の研究成果公表を行い，地域に根差した国際的学術
拠点整備，国際化に対応する人材の育成のための商品開発研究，自治体との協働による国際交流，海外のセラミック分野の
大学との学術交流，研究活動を通した地元企業や窯元等との交流などを，コロナ禍においてもオンライン等の活用も交えな
がら進める。
また，これらの海外を含めた研究機関や肥前地区組織との連携，肥前地区セラミック産業界等と連携・協働した学術交流事
業の実施状況を検証し，セラミック産業での地域の中核的教育研究拠点としての成果を取りまとめるとともに，整備を更に
推進する。

032 2

【032-1】 オンラインを活用し，インターンシップや地元就職志向の学生に対する個別具体的なキャリアサポートを実施する。また，
社会人を対象とする地域を志向する公開講座，社会人学び直しの講座等を充実させる。

２）教育研究の成果を地域社会に還元する目標を達成するための具体的方策

033 1

【033-1】 リージョナル・イノベーションセンターにおけるリサーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）による企業訪問及び学内教員
面会等により研究ニーズとシーズのマッチングを推進し，特に県内企業等との受託研究・共同研究の締結数の増加を図る。
これにより発明届出件数を増加させるとともに，研究の社会実装を更に推進し，共同開発商品については１品目以上を開発
する。
また，大学発ベンチャーを増加させるために，ベンチャー育成の環境整備を進める。

034 2

【034-1】 原則として，教育学部における新規の教員公募条件に小・中学校での教職経験を求める。
学校現場で指導経験のない教員には附属学校等を活用した実践的指導力向上のための研修を実施する。小中学校等での指導
経験のある教員の割合を40％とする。

リサーチ・アドミニストレーター（URA）等の研究マネジメント人材や豊富な国際交流経験と外国語能力を有する国際担当職員（国際コー
ディネーター）等の研究支援者を計画的に確保し，人材育成（研修）計画を策定し組織的に育成する。

佐賀大学版IRを活用した研究マネジメント体制に基づく，研究基盤（人材・設備・資金・研究時間・スペース・情報基盤等）の整備を戦略
的に推進する。

本学と佐賀県立有田窯業大学校を統合し，新たに４年制課程として芸術地域デザイン学部を設置するとともに，地域活性化と国際化に
対応する人材を育成するために，窯業の地域文化を基盤としたセラミック産業での国際的学術拠点を自治体等との協働により現有田
窯業大学校に整備する。
（戦略性が高く意欲的な計画）

学長をトップとした地域に根ざした教育研究拠点推進体制を構築し，地域企業や自治体，他大学との教育・研究連携を強化して，地元
就職率を平成26年度比10％増加させるために，地域志向科目の全学部必修化やインターンシップの充実並びに公開講座及び社会人
学び直しに関連する講座などの生涯学習拡充を含む地域志向型の教育改革を実行する。

地域志向型の教育研究実践の成果を発信し，地域産業の振興，イノベーション創出や地域活性化に活用する。なお，知的財産に関す
る周知や受託研究・共同研究の締結数の増加を図ることにより，発明届出件数を10％増加させるとともに，共同開発商品については，
毎年度１品目を開発する。

教員養成系学部の実践型教員養成への質的転換を図り，小中学校等での指導経験のある教員の割合を40％に引き上げるために，原
則，新規採用の教員応募条件に小・中学校等での教職経験を求め，学校現場で指導経験のない教員には附属学校等を活用した実践
的指導力向上のための研修を実施する。
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035 3

【035-1】 佐賀県における小学校教員の占有率向上に向け，次のような取組を行う。
入試における佐賀県地域枠の活用及び「教師へのとびら」の充実（内容の毎年度の改善）により，佐賀県出身の優秀な入学
者を確保する。また，教員採用試験合格率を上げるために，教員採用試験の１次・２次試験の諸試験項目についての本学部
生の弱点分析とそれについての重点的な指導等「教員就職支援室」による支援を学部教員全員参加で改善しつつ継続的に実
施する。

036 4

【036-1】 教員就職支援室は，各年次の学生に対して，年２回程度の講演等の開催を通じて，教職に対する不安や疑問の解消へ向けた
取組を実施する。
また，これまでの，教員採用試験対策支援についても，採用試験結果の情報収集・分析や学生の意識の実態把握・分析など
の改善を行う。特に，学年進行に伴う教員志望率の低下を抑え，受験率を上げることが重要であるため，低学年からの教員
の魅力に触れる機会を整備する。また，毎年アンケート調査により志望率をモニタリングし，結果の分析を通じて，取組を
継続的に改善する。

037 5

【037-1】 佐賀県教育委員会と連携し，実践的な教員養成カリキュラムを高度化する。推薦制度や特別猶予制度の活用方法について，
成果報告書をまとめる。

４ その他の目標を達成するための措置

（１）グローバル化に関する目標を達成するための措置

１）教育のグローバル化に関する目標を達成するための具体的方策

038 1

【038-1】 卒業生等の帰国留学生ネットワークを更に広げるとともに，重点分野・地域に特化した戦略的パートナーシップの構築を行
う。また，海外版ホームカミングデーのオンライン開催やオンラインネットワークの構築を進める。

【038-2】 アジアを中心とした協定校とのオンラインによる連携プログラムの構築を行う。また，ジョイント・プログラムの更なる開
発・改良を行う。

039 2

【039-1】 交換留学生や短期留学生に対する佐賀大学独自の魅力あるオンラインによる受入れプログラム等の構築を行う。

【039-2】 外国人留学生のための就職促進プログラムを構築し，本邦への定着に資する活動を行う。
その検証結果を踏まえ，更なる外国人留学生のための受入環境の整備を行う。

040 3

【040-1】 国際交流推進センターや各部局が実施する海外を志向する国際教育プログラムの整備状況及び学内外の各種支援制度の充実
を行う。また，国際交流推進センターが中心となり，オンラインによる国際教育プログラムを整備する。

２）研究のグローバル化に関する目標を達成するための具体的方策

041 1

【041-1】 国際交流推進センターや各部局が実施するアジアを中心とした海外協定校や研究機関とのパートナーシップを構築するため
の取組及び研究者のオンライン交流支援体制等の構築を行う。また，国際交流推進センターが中心となり，全学的又は各部
局における研究者交流支援制度を充実する。
更に，海外研究機関との研究者交流を増加させるため，引き続き，学内の研究者交流支援制度による各学部・研究科等にお
ける研究者交流の支援を行う。

教員養成系学部の卒業生の佐賀県における小学校教員の占有率を第３期中期目標期間中に50％確保するために，現在，佐賀県教育
委員会と連携して実施している佐賀県地域枠，高大連携プログラムの拡充を行うとともに，教員就職支援を強化する。

教員養成系学部の卒業生に占める教員就職率を第３期中期目標期間中に80％確保するために，教員養成に特化した組織を設置する
とともに，アドミッション・ポリシーの明確化と広報活動の徹底，教員就職支援を強化する。

研究者交流を第２期中期目標期間の平均より30％増加させるために，アジアを中心とした海外協定校や研究機関とのパートナーシップ
を構築するとともに，研究者の交流支援体制を強化する。

教職大学院の修了者に占める教員就職率を90％を確保するために，実践的な教員養成カリキュラムの高度化を図るとともに，佐賀県
教育委員会と連携して実施している推薦制度や特別猶予制度を活用する。

重点分野・地域に特化した戦略的なパートナーシップを構築するために，海外版ホームカミングデーの開催やオンラインネットワークの
構築などにより，卒業生等の帰国留学生ネットワークを整備するとともに，ジョイント・プログラムの更なる開発・改良などにより，アジア
を中心とした協定校との連携プログラムを強化する。

第２期中期目標期間の平均より交換留学生の受入れ人数を20％，短期留学生の受入人数を30％増加させるために，佐賀大学独自の
魅力ある受入れプログラムを構築するとともに，外国人留学生のための経済支援，住環境整備や就職支援などの受入環境を充実させ
る。

海外留学派遣者数を30％増加させ活発化させるために，学内外の各種支援制度の利用を推進するとともに，国際交流推進センターを
中心としたサポート体制を充実させる。
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042 2

【042-1】 各学部・研究科，研究センター等が強み・特色を発揮する国際拠点研究として実施している海外研究機関との共同研究プロ
ジェクトにおいて，国際性豊かな人材の育成とイノベーション創出に関する取組をオンライン等の活用による交流を含めて
継続して実施する。
また，第４期中期目標期間に向けて，各学部・研究科，研究センター等の特色，強みを活かした国際拠点研究プロジェクト
の実施体制を整理・明確化し，取組を開始する。

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置

１）地域包括医療の拠点としての役割を発揮するための具体的方策

043 1

【043-1】 前年度とQIの比較を行い，問題点を抽出し，更なる向上に取り組む。

【043-2】 地域医療連携病院との強化を行い，逆紹介率は87％以上を維持する。

044 2

【044-1】 ＮＨＯ嬉野医療センター及び佐賀市立富士大和温泉病院内に設置した地域総合診療センターの運営状況を検証し，必要があ
れば改善する。また，第3の地域総合診療センター開設に向けて，候補となる施設を佐賀大学総合診療部の関連病院から選
び，今後臨床や教育体制の側面から検討する。

２）臨床研究の推進に関する目標を達成するための具体的方策

045 1

【045-1】 臨床研究の実施体制の充実を維持するために，実施支援体制の充実を維持し，更なる臨床研究実施件数の増加，及び結果の
公表の促進に努める。
臨床研究を実施する個々の研究者に向けたスキル向上のためのコンサルテーションを実施し，研究実施に対する課題解決に
向けたセミナーを企画，開催する。
非臨床研究の成果を新たな診断・治療法の開発に繋げるため，一貫した臨床研究・開発計画支援と実施支援を行う。

【045-2】 高度医療，先進医療実施診療科及び概要，治療効果の公表を行う。

046 2

【046-1】 地域連携を基にした臨床研究の検証により明らかとなった問題点を改善する。

３）医療人育成に関する目標を達成するための具体的方策

047 1

【047-1】 臨床実習ポートフォリオ・評価システム「e-クリニカルクラークシップ」を用い，臨床実習による学修状況を共有し，学生
へのフィードバックに活かす。また，医学生，患者ともに安全な実習環境を確保する。

【047-2】 看護学教育研究支援センターによる地域の看護職者への継続教育や研究，人事交流及び国際交流の推進の支援を継続する。
また，継続教育プログラムの見直しにより看護師の教育制度の充実を図る。

【047-3】 佐賀大学医学部附属病院関連初期臨床研修プログラムの継続的な改善を行う。初期臨床研修医の退院時要約件数や学会発表
回数等を増加させる。卒後臨床研修センターでの医学生・初期臨床研修医・看護師等の教育機会を増加させる。

048 2

【048-1】 予防医学に精通した総合医育成プログラムにより，地域総合診療センターで総合医の育成を行う。
総合医を育成・輩出し，地域の医療機関で予防医療を含めた総合診療を実践する。

４）病院運営に関する目標を達成するための具体的方策

049 1

【049-1】 病院指標（ＨＯＭＡＳ２等）を活用した病院マネジメント機能を最大限に活用し，各診療科への指導を実施するとともに，
各診療科に経営目標値を設定させ，その達成のために必要な病院長等によるヒアリングを実施する。

050 2

【050-1】 各診療科の役割分担症例に関する調査を行い，データの精度を向上させる。胃がん，大腸がん，肝臓がん，肺がん，乳が
ん，食道がん及び前立腺がんのがん診療地域連携パスの使用を促進し，提携医療機関との切れ目のない連携を強化する。

国際性豊かな人材の育成と国際レベルのイノベーション創出のために，海外研究機関との共同プロジェクト（東アジア経済に関する国
際研究，日中韓及びASEAN工学系高度人材育成，日仏化粧品産業クラスター，日韓農業版MOT人材育成，国際低平地研究，海洋エ
ネルギー研究等）を年１回以上実施する。

地域の中核医療機関として医療の質の向上，とりわけ医療安全のために，医療の質指標（QI：Quality Indicator）を全部門に導入する。
各病院間の役割分担を明確にさせる分析と提案を行い，地域の医療機関との連携体制を強化することにより，逆紹介率を６年間で５％
増加させる。

既存の地域総合診療センターのシステムを複数の病院に展開し，後方支援病院との連携を推進する。

大学病院としての運営基盤の構築を進め，診療指標値の改善指導を月１回以上行う。

データに基づく地域の病院の役割分担を踏まえ，大学病院のやるべき診療に特化し，地域の病院の機能分化に資するデータを複数の
自治体病院等に提供する。

医療分野において社会的要請の強い高度医療，先進医療の技術開発を進め，臨床試験の実施件数を６年間で平成28年度比10％増
加させる。

ICTを利用して地域から得たデータを基に地域で課題となる複数疾患に対する臨床試験を推進する。

卒前，卒後を含めた一貫した医師，看護師の教育制度を充実し，地域医療を支える良質な医療人を育成し，医師の地域定着率を６年
間で５％向上させる。

予防医学に精通した総合医を輩出するために，地域総合診療センターを利用して，複数の総合医育成プログラムを実施する。
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（３）附属学校に関する目標を達成するための措置

051 1

【051-1】 幼小・小中接続型教育プログラムの開発10科目の最終的内容の達成度を査定し，課題について整理確認する。また，附属
学校園の授業研究の在り方を見直した上で，附属学校が地域のモデル校として，地域が抱える課題解決につながる研究成果
を研修会や研究発表会等により公表する。大学教員との共同研究や幼小・小中連携教育に関する研究を進める。

052 2

【052-1】 引き続き，佐賀県教育委員会との連携・協力協議会を開催し，教職大学院とも連携して，研修や授業改革に取り組む。
また，地域との連携協議を進めるための連絡協議会において連携を進める。さらに，附属学校園で教職課程運営委員会が担
当し策定した授業研究や支援教育の方法を実践し，教育内容・成果を把握し改善した上で，学部教育にフィードバックし，
その成果を取りまとめる。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置

053 1

【053-1】 引き続き，「国立大学法人佐賀大学における経営協議会学外委員等からの意見を大学経営に活用する体制（実施要項）」に
基づき，意見を意思決定に活用する。また，意見の活用状況の検証と必要に応じてその改善を行う。

054 2

【054-1】 年俸制教員の割合25％を維持するとともに，制度を検証し，改善を行う。
クロスアポイントメント制度について，新たな協定先の開拓など拡充を図るとともに，制度の検証を行い，改善を行う。

055 3

【055-1】 ダイバーシティ推進室の各部門の取組・活動実績を検証し，改善する。

056 4

【056-1】 引き続き，学長裁量定数による重点配置を行うとともに，前年度までに重点配置した部署について検証を行い配分の改善を
図る。

【056-2】 予算編成において，学内マネジメント機能の強化の観点から，学長裁量経費として国の提示額の110％以上を確保すると
ともに，学長裁量経費の中に，設備マスタープランに基づく計画的・継続的な設備整備を行うための予算及びＫＰＩを付し
た戦略的プロジェクトを実行するための予算を確保し，最適化配分を行う。

【056-3】 （仮称）産学交流プラザの改修整備により，学長の戦略的・重点的な取組のための学長裁量スペースを確保する。併せて，
学長裁量スペースの効率的な運用を図る。

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

057 1

【057-1】 社会のニーズに対応した理工系人材育成機能を強化するために，理工学研究科（博士後期課程）を設置し，博士前期課程と
併せ新たな研究科の運営を開始する。

058 2

【058-1】 引き続き18歳人口の動向や，特別支援学級の急増による教員不足という佐賀県及び周辺地域の教員需要，本学の教員採用
状況の分析を行い，入学定員に関する方針を決定する。

幼小・小中の接続型教育プログラム10科目の開発のために，幼小中の連携的な学びの研究に基づく実践的な授業研究を行い，多様な
子供たちを受け入れながら，地域が抱える教育課題解決に向けた教育研究活動の実験・検証の場として附属学校園を活用し，地域の
モデル校として，その成果を地域に還元する。

佐賀県教育委員会や教職大学院等と連携して授業や教育実習の改善に取り組み，その研究成果や支援教育の方法を教員養成カリ
キュラムに活かすなど，学部教育にフィードバックする仕組みを構築する。

教育学部の入学定員については，今後の18歳人口の動向及び佐賀県周辺地域の教員需要並びに教員養成の成果を踏まえ，第３期
中期目標期間中に見直しを行う。

教育，研究，社会貢献の機能を強化するため，客観的データ及び経営協議会など学外者からの意見を大学経営の意思決定に活用し，
その成果を検証改善する体制を整備する。

教育研究の活性化を図るため，年俸制教員を退職金に係る運営費交付金の積算対象となる教員の25％に拡充を図り，クロスアポイン
トメント制度を整備するとともに運営体制を構築する。

性別，国籍，年齢，障がい等の有無にかかわらず多様性を高めるため佐賀大学ダイバーシティ体制を構築する。また，指導的地位に占
める女性の割合を15％以上とする。

学長のリーダーシップの下で，学内マネジメント機能の強化の観点から，佐賀大学版ＩＲ機能を活用し，教員数の４％を学長裁量定数と
して確保するとともに，設備マスタープランに基づく設備整備費の確保など，学内資源配分を戦略的に編成する。その際，学長裁量経
費は，国の提示額の110％以上を確保する。また，施設利用についても学長の戦略的・重点的な取組を推進するため，学長裁量スペー
スを確保する。
（戦略性が高く意欲的な計画）

社会の変化に柔軟に対応するため，教育組織と教員組織を分離するとともに，社会のニーズを踏まえ，理工系人材育成機能を強化す
るために教育研究組織を再編する。
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３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

059 1

【059-1】 引き続き，事務職員の研修を実施するとともに，研修修了者の報告会を実施する。また，研修修了者からの報告及び研修受
入れ先からのアンケート結果を基に研修制度の検証を行い改善に取り組む。

060 2

【060-1】 引き続き，大学運営に必要な課題に対応するため，各課等が抱える課題の抽出と対応状況の検証として，部課長等及び再雇
用職員のヒアリングを行い，その結果を踏まえ再雇用職員を適正に配置する。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

061 1

【061-1】 引き続き，外部研究資金については，第２期中期目標期間の最終年度より５％増加させるために，リサーチ・アドミニスト
レーター（ＵＲＡ）などを活用して，戦略的に外部研究資金獲得のための支援を実施する。

【061-2】 前年度の分析及び検証を行い，令和３年度の目標を設定するとともに，目標達成のための，各診療科毎の具体的な方策を策
定する。
また，各診療科へのヒアリングによる手術目標件数に基づき，各診療科に手術枠の適正配分を行う。
さらに，外来化学療法に係る整備計画に基づき，加算件数を平成27年度比5％増とする。

【061-3】 引き続き，寄附金及びその他の自己収入を増加させるため，策定した増収策に基づく取組を実施する。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

１）人件費の抑制に関する目標を達成するための具体的方策

062 1

【062-1】 引き続き，配置計画に沿って教員配置を実施するとともに，適正な配置となっているか検証を行い改善を図る。

２）人件費以外の経費の抑制に関する目標を達成するための具体的方策

063 1

【063-1】 引き続き，光熱水等の前年度実績を踏まえ，経費削減計画を策定し，管理的経費の削減を図る。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

064 1

【064-1】 全部局を対象に施設利用状況調査を実施し，利用状況の見える化を行うとともに，有効活用を図る。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

065 1

【065-1】 指標に基づく業績評価を行うとともに，自己点検・評価制度など業績評価制度の検証を行い，第４期中期目標期間に向けて
改善し，基本方針を定める。

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置

066 1

【066-1】 ステークホルダーが求める大学の取組等の情報について，引き続き，経年データ等の発信や大学ポートレートを活用した教
育情報の提供を行うとともに，公式ホームページ，SNS，広報誌，マスメディア等の多様な発信手段を通じて，効果的・
効率的な広報活動を行う。

事務職員の人材育成を図るため，地方公共団体，民間企業への研修体制を構築し，実施する。

大学運営の方針や経営上の課題に対応するため，今後増加が見込まれる再雇用職員の経験を生かす効率的な事務組織に改編する。

大学の財政基盤を強化・改善するため，リサーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）の活用や病院再整備により整備した手術室，外来化学
療法室の効率的な運用などを講じることにより，外部研究資金，寄附金及び附属病院収入を含むその他の自己収入を増収させる。特
に，外部研究資金については，第２期中期目標期間の最終年度より５％増加させるために，ＵＲＡなどを活用し，戦略的な活動を行う。

取組に応じた評価指標（KPI）を設定して，業績評価を行い，その結果を踏まえて取組を改善する。
（戦略性が高く意欲的な計画）

ＩＲ室及び広報室が連携して，ステークホルダーが求める大学の取組の成果を体系化した経年データ等として情報発信を行うとともに，
大学ポートレートを活用した情報提供を行う。

人件費を抑制するために，教育組織と教員組織を分離することによる，新たな教員定数管理制度を構築し，全学的に運用する。

光熱水等の使用量を第２期中期目標期間の最終年度より床面積当たり３％削減するために，佐賀大学環境方針の取組を踏まえ，省電
力設備であるLED照明設備及び高効率空調設備への更新などの省エネルギー対策を実行する。

大学運営の基盤となる保有資産である土地・建物について定期的に利用状況調査を行い，資産を一層有効活用する。
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

067 1

【067-1】 インフラ長寿命化計画（個別施設計画）に基づき，施設の性能維持のための施設整備を推進する。
施設整備については整備計画に基づき（鍋島１）附属図書館改修，基幹・環境整備（衛生対策等）等，予算化された施設整
備を着実に推進する。
教育・研究環境の充実及び効果的・効率的な大学運営を図るため，キャンパスマスタープラン2016の改訂に着手する。

068 2

【068-1】 附属病院再整備計画に基づき，（医病）基幹・環境整備（自家発電設備更新等）の工事を着実に進め，工事を完成させる。

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

069 1

【069-1】 学内研修・講習において安全管理教育を実施するほか，学外における研修・講習に教職員の参加を推奨し，安全管理に深い
理解のある人材を育成するとともに，実務へ生かす取組を推進する。また，各学部に配置された教員（衛生管理者に選任で
きる医師・歯科医師が配置された医学部を除く）の衛生管理者免許の取得を促進し，学生への安全教育要員を確保する。

070 2

【070-1】 化学物質管理規程による運用状況を検証し，当該検証結果に基づき改善等を行う。また，薬品管理システムの活用，並びに
事業場及び各学部の安全衛生委員会が行う職場巡視等による薬品の監視体制の点検を行う。

３ 法令遵守等に関する目標を達成するための措置

071 1

【071-1】 引き続き，法令遵守に関して各部局等の啓発活動等の計画・実施状況等を取りまとめ，大学運営連絡会に報告するととも
に，研究活動における不正行為や研究費の不正使用防止について，eラーニングを活用したコンプライアンス教育を実施す
る。また，これらの実施した取組が有効に機能しているか確認するため，内部統制システムによるモニタリングを実施し，
必要に応じて改善策を講じる。

072 2

【072-1】 佐賀大学版CSIRTは体制を維持するとともに，情報セキュリティインシデントが発生した場合には対応し，対応状況を対
応時間とともに記録し，その分析を行い，防御策を提示する。また，活動状況の取りまとめを行い，課題を整理し，機能の
強化を行う。

【072-2】 初任者研修やeラーニング教材を用いて，教職員・学生への情報セキュリティ教育を継続して実施するとともに，講習内容
を点検し，改善する。

戦略的な施設整備・活用を行うために，老朽状況調査や利用者アンケートを実施するなど，施設マネジメントを一層推進する。

情報セキュリティ上の脅威となる事象・事故への対応，分析，予防等を行う専門チーム「佐賀大学版CSIRT」を設置し，継続してその機
能を強化する。また，情報の取扱いに重点をおいた情報セキュリティ教育を，eラーニングを活用して全教職員に対し継続して実施す
る。

国の財政措置の状況及び社会の情勢を踏まえ，附属病院の再整備を計画的に実施する。

安全管理に深い理解のある人材を育成するため，研修・講習の実施，関連資格取得等の安全と環境に配慮した取組や教育を行い，衛
生管理者免許取得者を30％増加させ全学部に配置する。

劇物・毒物を主とした薬品の管理について，規程の整備及び監視の強化を図り，事故等の未然防止が可能な体制を構築する。

大学活動全般，学内規則を含めた法令遵守に関する啓発活動等の取組及び研究活動における不正行為や研究費の不正使用の防止
のために，対象者全員にeラーニングを活用した研究倫理教育などのコンプライアンス教育等を実施する。
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（単位:百万円）

VI　予算(人件費の見積りを含む。)，収支計画及び資金計画

１．予算

令和３年度　予算

区　　　　　　　　分 金　　　　　額

収入

船舶建造費補助金 0

補助金等収入 263

大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 34

運営費交付金 10,993

施設整備費補助金 586

財産処分収入 19

雑収入 211

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,800

自己収入 25,219

授業料，入学金及び検定料収入 4,027

附属病院収入 20,962

目的積立金取崩 4,727

出資金 0

計 44,369

引当金取崩 193

長期借入金収入 554

貸付回収金 0

施設整備費 1,175

船舶建造費 0

補助金等 1

支出

業務費 40,775

診療経費 26,557

教育研究経費 14,218

大学改革支援・学位授与機構施設費納付金 9

出資金 0

計 44,369

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 1,800

貸付金 0

長期借入金償還金 609

［人件費の見積り］

期間中総額 １７，０１３百万円を支出する。（退職手当は除く）

注）「運営費交付金」のうち、令和３年度当初予算額１０，５３８百万円、前年度よりの

　繰越額のうち使用見込額４５５百万円。

注）「施設整備費補助金収入」のうち、前年度よりの繰越額５２５百万円。

注）「補助金等収入」は、国立大学法人情報機器整備費補助金の繰越額１百万円及び

　授業料等減免費交付金の２６２百万円。

注）「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額からの使用

　見込額１９２百万円。
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（単位:百万円）

注）損益が一致しない理由

・ 附属病院に関する借入金債務の償還期間と減価償却期間のずれから生じる差額によるもの

・ 自己収入による固定資産取得見込額と減価償却費の差額によるもの

VI　予算(人件費の見積りを含む。)，収支計画及び資金計画

２．収支計画

業務費 34,977

教育研究経費 3,692

診療経費 12,172

令和３年度　収支計画

区　　　　　　　　分 金　　　　　額

費用の部

経常費用 38,647

職員人件費 9,288

一般管理費 694

財務費用 60

受託研究費等 1,050

役員人件費 200

教員人件費 8,575

収入の部

経常収益 38,674

雑損 0

減価償却費 2,916

臨時損失 0

検定料収益 115

附属病院収益 20,961

受託研究等収益 1,050

運営費交付金収益 10,538

授業料収益 3,309

入学金収益 471

財務収益 15

雑益 195

資産見返運営費交付金等戻入 673

補助金等収益 263

寄附金収益 730

施設費収益 24

臨時利益 0

純利益 27

目的積立金取崩益 0

資産見返補助金等戻入 213

資産見返寄附金戻入 117

資産見返物品受贈額戻入 0

総利益 27

△２４百万円

５１百万円
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（単位:百万円）

　　２，６３９，５５１千円

 　１　重要な財産を譲渡する計画

　　　・ボート艇庫の土地（佐賀県佐賀市諸富町大字為重字石塚分外搦四角１７４番２　面積４３９．８０㎡）を譲渡する。

　　　・事務局長宿舎の土地（佐賀県佐賀市与賀町字四本谷１３４５番３　面積４３５．５９㎡）を譲渡する。

 　２　重要な財産を担保に供する計画

　　　・医学部附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入に伴い，本学の土地及び建物を担保に供

　　 　する。

区　　　　　　　　分 金　　　　　額

資金支出 47,543

業務活動による支出 36,252

VI　予算(人件費の見積りを含む。)，収支計画及び資金計画

３．資金計画

令和３年度　資金計画

資金収入 47,543

業務活動による収入 37,168

投資活動による支出 7,509

財務活動による支出 609

翌年度への繰越金 3,173

受託研究等収入 1,050

補助金等収入 263

寄附金収入 559

運営費交付金による収入 10,538

授業料・入学金及び検定料による収入 3,586

附属病院収入 20,961

その他の収入 19

財務活動による収入 554

前年度よりの繰越金 9,182

その他の収入 211

投資活動による収入 639

施設費による収入 620

　　されるため。

Ⅷ　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

○　重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

Ⅶ　短期借入金の限度額

○　短期借入金の限度額

１　短期借入金の限度額

２　想定される理由

　　運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れることが想定
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　　　・教育研究の質の向上及び組織運営の改善

   に充てる。

1）教職員の配置関係

2）研究支援の充実（人事施策関係）

3）戦略的な組織マネジメント関係

4）事務職員等の養成関係

　引き続き，学長裁量定数による重点配置を行うとともに，前年度までに重点配置した部署について検証
を行い配分の改善を図る。

　各学部・研究科等において，若手研究者，外国人及び女性研究者の増加を図る観点から，人事・給与制
度の改革や子育て・介護等に適応した多様なワークスタイルを実現する研究環境の整備に向けた研究費支
援等の取組を実施するとともに，取組が若手研究者，外国人及び女性研究者の増加又は研究環境の整備に
つながっているか検証し，改善策を講じる。
　また，ダイバーシティ推進室は，研究補助員によるサポート等，女性研究者支援やワークライフバラン
スに配慮した事業を実施し，女性限定のオンラインを含めた長期海外研究等の実施に向けた研究環境を整
備し，実施する。

　引き続き，事務職員の研修を実施するとともに，研修修了者の報告会を実施する。また，研修修了者か
らの報告及び研修受入れ先からのアンケート結果を基に研修制度の検証を行い改善に取り組む。

　引き続き，教学マネジメント体制による学士課程・大学院課程教育プログラムの管理・運営を継続する
とともに，教学マネジメント体制を検証（適正な教員の所属・配置になっているかの検証を含む）し，必
要に応じて改善策を講じる。

Ⅸ　剰余金の使途

○　決算において剰余金が発生した場合は，その全部又は一部を，文部科学大臣の承認を受けて，

Ⅹ　その他

１．施設・設備に関する計画

施設・設備に関する計画

施 設 ・ 設 備 の 内 容 予定額(百万円) 財 源

・（医病）基幹・環境整備（自家発電設備更新
等）

総額 施設整備費補助金

・（本庄町）基幹・環境整備（衛生対策等）

・（鍋島）ライフライン再生（電気設備） 長期借入金収入

・（鍋島）附属病院多用途型トリアージスペース
整備事業

１，１７５

・（鍋島）図書館改修

（　　　３４）

（　　５８７）

大学改革支援・学位授与機構施設費交付金

２.人事に関する計画

・小規模改修 （　　５５４）

注）金額については見込みであり，中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘案した

　施設・設備の整備や，老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。
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5）人件費の抑制関係

(参考１) 令和３年度の常勤職員数

また，任期付職員数の見込みを １９８人とする。

(参考２) 令和３年度の人件費総額見込み       １７，０１３百万円（退職手当は除く）

　引き続き，配置計画に沿って教員配置を実施するとともに，適正な配置となっているか検証を行い改善
を図る。

１，２１６人
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別表（学部の学科，研究科の専攻等）

教育学部 学校教育課程　　 480 人 （うち教員養成に係る分野 480 人）

芸術地域デザイン学部 芸術地域デザイン学科 440 人

３年次編入学 10 人

　　　　　計 450 人

経済学部 経済学科 440 人

経営学科 320 人

経済法学科 280 人

　　　　　計 1,040 人

医学部 医学科 630 人 （うち医師養成に係る分野 630 人）

看護学科 240 人

　　　　　計 870 人 （うち医師養成に係る分野 630 人）

理工学部 理工学科 1,440 人

３年次編入学 15 人

数理科学科（H31募集停止） 30 人

物理科学科（H31募集停止） 40 人

知能情報システム学科（H31募集停止） 60 人

機能物質化学科（H31募集停止） 90 人

機械システム工学科（H31募集停止） 90 人

電気電子工学科（H31募集停止） 90 人

都市工学科（H31募集停止） 90 人

３年次編入学（共通）（R3募集停止） 20 人

　　　　　計 1,965 人

農学部 生物資源科学科 435 人

応用生物科学科（H31募集停止） 45 人

生物環境科学科（H31募集停止） 60 人

生命機能科学科（H31募集停止） 40 人

３年次編入学（共通）（R3募集停止） 10 人

　　　　　計 590 人
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学校教育学研究科 教育実践探究専攻 40 人 （うち専門職学位課程 40 人）

地域デザイン研究科 地域デザイン専攻 40 人 （うち修士課程 40 人）

医学系研究科 医科学専攻 100 人 （うち博士課程 100 人）

先進健康科学研究科 先進健康科学専攻 104 人 （うち修士課程 104 人）

理工学研究科 理工学専攻 334 人 （うち博士前期課程 334 人）

理工学専攻 20 人 （うち博士後期課程 20 人）

工学系研究科 システム創成科学専攻（R3募集停止） 48 人 （うち博士後期課程 48 人）

農学研究科 生物資源科学専攻　　 64 人 （うち修士課程 64 人）

教育学部

　附属小学校 630人
学級数　18

　附属中学校 432人　
学級数　12

　附属特別支援学校 60人　
学級数　  9

　附属幼稚園 90人
学級数　  3
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